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主要ニュース【６月末時点の新型コロナウイルス感染者数は，２６，９７０名】 

【内政】 

●ルーマニアは，６月１日から警戒事態の緩和措置の第二段階に入り，テラスやビーチの営業が可能となった。

また，６月１５日からさらなる緩和措置が導入され，人数が限定されたイベントの実施等が可能となった。 

●警戒事態が，６月１７日から３０日間延長となった。 

●検疫，自宅隔離対象外のＥＵの国（グリーンゾーン）が指定され，その後，対象国はさらに拡大された。 

●地方選出の役職の任期を１１月１日まで延期する法案が可決された。政府は，９月２７日を地方選挙投票日と

することを提案。 

【外政】 

●１４日，ルーマニア・米国外交関係樹立１４０年に際し，ヨハニス大統領は，両国関係はかつてないほどに強

力であるとのメッセージを発出。オルバン首相，ザッカーマン駐ルーマニア米国大使等も各々メッセーを発出。 

●３０日，７月の欧州理事会会合に向け，ヨハニス大統領は，ミシェル欧州理事会議長とテレビ会議を行い，Ｅ

Ｕの次期多年度予算及び欧州委員会が提案している欧州経済復興計画等につき協議した。 

●３０日，議会は，２０２０～２０２４年ルーマニア国防戦略に関する上・下院防衛委員会による合同報告書を

承認した。 

【経済】 

●６月１日の時点での欧州基金（２０１４～２０２０年）執行率は４１％（約１２９億２，８４１万ユーロ）。Ｅ

Ｕ平均（４６％）を下回った。 

●今年第１四半期のＧＤＰ成長率（前年同期比）は２．７％。ＥＵ内で，アイルランド（４．５％）に次ぎ，ル

ーマニア（２．７％）が高い数字を記録（ＥＵ平均▲２．６％。） 

●５月末のルーマニアの財政収支は約３８８億４千万レイ，対ＧＤＰ比で３．５９％の赤字。 

【我が国との関係】 

●１３日，ルーマニア外務省は，日本政府から１２２００錠のアビガン剤供与を受けたことを発表。 

内政 

■ 新型コロナウィルス関連(感染状況の推移，感染

者数多数発生地域等) 

・ルーマニアは，１日から，緩和措置の第二段階に入

り，テラスやビーチの営業が可能となった。１日発表

のルーマニアの新型コロナウイルス感染者数は，累積

で１９，３９８名，前日同時刻からの増加は１４１名。

集中治療を受けている患者は１５９名。死亡者数は，

合計１，２７０名。感染者で治癒した者は１３，４２

６名。ブカレストの感染者数は，２，０１５名。全国

で，２，４２４名が施設隔離，９０，２９２名が自主

隔離の下にある。全国で，これまでに延べ約４４．３

万件の検査が行われた。 

・２日，モルドバン保健省次官は，ルーマニアのパン

デミックは，ピークを乗り越え感染の拡大は減少傾向

にあると述べた。 

・１４日，前日からの新規感染者数が３２０名に達し

たことから，戦略的コミュニケーション・グループは，

国民に改めて感染予防措置をとるように呼びかけた。 
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・１６日１３時時点発表のルーマニア国内での新型コ

ロナウイルス感染者数は，累積で２２，４１５名，前

日同時刻からの増加は２５０名。集中治療を受けてい

る患者は１７３名。死亡者数は，合計１，４３７名。

感染者で治癒した者は１６，０７１名。 

・１８日，タタル保健大臣は，いくつかのＣＯＶＩＤ

－１９を治療する病院が満床になりつつある，と述べ

た。 

・１８日，社会民主党（ＰＳＤ）は，Facebook上で，

政府が発表する感染状況に関する数値が操作されてい

る可能性があると非難した。 

・２０日，オルバン首相は，メディアに対し，もし新

型コロナウィルスの拡大が収まらない場合は，警戒事

態のさらなる延長もあり得ると述べた。また，６月２

１日，タタル保健大臣は，今後感染者数が２倍，３倍

になる可能性も指摘した。アラファト次官も，次の緩

和措置の導入を延期する可能性について言及している。

同次官は，特に，警戒事態の緩和措置の下，週末のテ

ラスや繁華街などの混雑がリスク要因となっているこ

とを指摘して，国民に警戒を呼びかけた。 

・２５日１３時時点発表の感染者数は２５，２８６名，

死亡者数合計１，５６５名。前日同時刻からの増加は，

感染者数が４６０名，死亡者１０名。新規感染者数は，

パンデミックの開始以来，４番目に多い数字となった。 

・２６日，アラファト内務次官は，出演したテレビ番

組の中で，国民が緩和措置によりリラックスしすぎて

責任感を失い，必要な社会的距離や予防措置をとって

いないとして強い懸念を示した。同次官は，感染者数

が増加する場合は，医者が患者を生かすか死なすか判

断する事態にさえなる可能性がある，と述べた。 

・３０日時点のルーマニア国内での感染者数は，累積

で２６，９７０名，前日同時刻からの増加は３８９名。

集中治療を受けている人の数は２０５名，死亡者数は

１，６５１名。治癒した者は１９，０５０名。 

 

■ 警戒事態を導入した法律についてのオンブズマ

ンの違憲の訴え 

・３日，オンブズマンは，警戒事態について定めた法

律第５５／２０２０号について違憲の訴えを憲法裁判

所に対して起こした。訴えの理由は，警戒事態を導入

するための政府決定が議会の承認を必要と定めている

点が，憲法の定める権力の分立に反するというもの。 

・２５日，憲法裁判所は，議会が，警戒事態の導入や

延長に関する政府決定につき承認することは違憲であ

るとの判断を示した。この憲法裁判所の決定は，警戒

事態の導入にあたり既に議会で行われた承認手続きが

不要であったと決定したものであるが，現行の延長中

の警戒事態には影響を与えないとみられている。また，

憲法裁判所は，併せて，パンデミックに影響された地

域から到着した人たちに対する隔離措置を保健大臣が

とることを定めた緊急政令１１／２０２０号等の規定

が違憲であるとの考えを示した。これは，５月２７日

のオンブズマンの訴えに対して判断を示したもので，

オンブズマンは，隔離措置等の人権を制限する措置は，

大臣の指令ではなく法律で定められなくてはいけない，

としていた。 

 

■ 警戒事態体制と緩和措置 

・１１日，ヨハニス大統領は会見を行い，政府が対策

をとることができるように，警戒措置は延長する必要

がある，ただし，マスクの着用，社会的距離の保持等

を含むシンプルなものになるだろう，と説明した。 

・１３日，国家緊急事態委員会は，６月１５日０時か

ら検疫・自宅隔離措置の対象外となる１７のＥＵの国

を指定した（緊急事態委員会決定第２９号）。これら

の国からルーマニアに入国する場合で新型コロナウィ

ルスの症状がない場合は，隔離措置が免除されること

になる。また，これらの国との航空便が，再開される。

対象国は，オーストリア，ブルガリア，チェコ，キプ

ロス，クロアチア，スイス，ドイツ，ギリシャ，アイ

スランド，ラトヴィア，リヒテンシュタイン，リトア

ニア，マルタ，ノルウェー，スロヴァキア，スロベニ

ア，ハンガリーの１７カ国。対象国のリストは，公衆

衛生局のサイトで「グリーンゾーン」として掲載され

ている。これら以外の国以外は「イエローゾーン」の

扱いとなり，イエローゾーンからの入国者は，（これ

までと同様）家族，同居者と共に入国後１４日間の自

宅隔離措置の対象となる。 

・１２日，１５日以降の新たな緩和措置が，政府決定

第４６５号として官報に掲載された。 

（政府決定第４６５号による主な緩和措置） 

－自宅隔離対象外国に滞在した者への隔離措置の例外

の設定と，それらの国との航空便の再開 

－ドライブインタイプのショーの開催，屋外のショー

やコンサート，その他最大５００名までの文化行事の

開催の解禁 

－一緒にスポーツができる人数を６名までに拡大 

－室内における最大２０人まで，屋外における最大５

０人までの行事の解禁 

－モールの再開 

－屋外プール，温泉治療，ジムの再開 

－ギャンブルの再開 

―夏休みの保育園等の再開 

・１２日，チョラクＰＳＤ党首は，警戒事態の延長を

３０日間ではなく１５日間とする等の修正を加えれば，

議会で承認する用意がある旨の発言を行った。 
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・１６日，国家緊急事態委員会が開催され，警戒事態

の３０日間の延長を含む決定が行われた（国家緊急事

態委員会決定第３０号）。また同日，閣議において，

警戒事態を６月１７日から３０日間の延長する政府

決定第４７６号が承認され，この決定が同日中に官報

に掲載され，効力を発揮した。 

（政府決定第４７６号による主な緩和措置） 

－航空便停止措置の対象国の削減（１２カ国から９カ

国に） 

－国境閉鎖地点の削減 

－屋内における礼拝を含めた宗教行事の再開 

－ビーチの細則を規定 

・この警戒事態延長の政府決定については，政府承認

後，議会で５日間以内に承認される必要があるとされ

ており，ヨハニス大統領も，議会に対し，延長の承認

のための協力を要請していた。しかし，１７日，政府

は，議会に対し，政府決定の承認を要請せず，政府決

定を周知する手続きのみを行った。このため，チョラ

ク下院議長（ＰＳＤ党首）とカザンチウク上院議長は，

オルバン首相に対し，法律第５５号第４条の規定に従

い，議会に政府決定の承認を要請するように求める書

簡を発出した。 これに対し，オルバン首相は，書簡の

返信の中で，法律第５５／２０２０号は政府は議会の

承認を必要とは定めていない，と述べた。同日，チョ

ラク下院議長は，政府の対応を不服として憲法裁判所

に違憲の訴えを起こすこと，また警戒事態終了と同時

に内閣不信任決議案を提出する意向を表明した。 

 

■ 大統領の会見 

・１日，ヨハニス大統領は，子供の日のビデオメッセ

ージとして，新型コロナウィルスとの闘いのための子

供たちの努力や理解と，高齢者を守ったことに感謝の

意を表明した。また，バカロレア試験を受ける生徒の

成功を祈念した。ヨハニス大統領は，子供たちに対し，

「私と同盟を組んで衛生規則を守ることでウィルスと

闘い，一緒にこの時期を乗り越えよう」と訴えた。 

・３日，ヨハニス大統領は，オルバン首相との協議後

会見を行い，新型コロナウィルスを受けた新たなＥＵ

基金の提案を評価し，ルーマニアもこの基金を獲得し

て経済復興だけでなく，道路，鉄道，再生可能エネル

ギー，公衆衛生，教育分野等にも投資したい考えを述

べた。また，併せて，司法関連法が修正される必要が

あるとの考えを示した。 

・１８日，ヨハニス大統領は，視察先のブカレストの

ロムエクスポに設置された病院施設で会見を行い，新

型コロナウィルスの新規感染者数の増加に懸念を示し，

「ウィルスは夏休みをとらない」として，国民に引き

続きの警戒を呼びかけた。また，内閣が，警戒事態の

延長について議会に対して承認の要請を行わなかった

ことについて，内閣は法律を尊重したものである，と

説明した。 

 

■ ドイツの食肉工場におけるルーマニア人労働者

の集団感染 

・２０日，外務省によれば，ドイツの食肉工場で，１

３００人が新型コロナウイルスに感染しており，うち

６５０人はルーマニア人従業員。 

・ドイツGuterslohの「Tonnies」が所有する食肉加工

工場は，世界でも最大規模で，従業員は７０００人。

工場は，現在閉鎖されている。ドイツ全体では，１５

０００人のルーマニア人が食肉加工に従事しているが，

この業界の労働形態には，「現代の奴隷制」というよ

うな批判がみられる。 

６月２４日，フレゼアーヌ・在独ルーマニア大使は，

ドイツのメディアに対し，Guterslohの工場等の勤務

環境については至急改善されるべきで，下請け会社と

の雇用契約しか持たないこれらの従業員の状況につい

ては，非常によく知られている，と述べた。 

・２５日，ルーマニア外務省は，Tonniesの食肉加工

工場におけるルーマニア人感染者数が９９６名にのぼ

ることを明らかにした。また，同工場には３９６９人

のルーマニア人労働者が勤務している。外務省によれ

ば，隔離措置下にあるルーマニア人全員が，必要な物

品や食料，衛生用品を保障されている。また，，ボン

の総領事館関係者が現地の対策チームに参加し，検査

態勢の強化の加速化や，７月３日までのすべての従業

員に対する検査の実施について協議した。Gutersloh

では，６月３０日まで局地的な隔離措置がとられてい

る。また，６月２４日から，隣接するWarendorfにも

隔離措置が敷かれてる。 

 

■ 年金引き上げや，特別年金を巡る議論 

・１７日，下院は，特別年金に課税するための税金法

第２２７／２００５号の修正法案を賛成３０７票，反

対１票で可決した。２０００レイから７０００レイま

での年金には，２０００レイを超える部分の１０％，

７００１レイ以上の特別年金には，７００１レイを超

える部分の８５％の税金がかけられるというもの。特
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別年金の対象者は，裁判官，検察官，憲法裁判所の裁

判官，元大統領，内務省，国防省，情報機関関係者，

議員，外交官等。 

・１８日，破棄院（最高裁判所）とオンブズマンは，

特別年金への課税を行う法律につき，憲法裁判所に違

憲の訴えを起こした。訴えの理由は，この法律が差別

的であるということによるもの。 

・２１日，オルバン首相は，ＴＶインタビューの中で，

９月１日から予定されている年金の４０％引き上げは，

持続可能性がないので，引き上げの規模は４０％を下

回るだろうと述べた。また，児童手当の倍増について

は，延期されるだろうと述べた。 

 

■ 地方選挙を巡る動き 

・３日，憲法裁判所は，４月２３日に議会が可決した，

地方選挙の日程を選挙の７５日前までに議会が決定す

ることを定める法案に関連して、国民自由党（ＰＮＬ）

が起こしていた違憲の訴えにつき，違憲とする判断を

示した。憲法裁判所は，地方選出の役職の延長は，議

会による法律で定めなくてはならず、地方選出の役職

の６ヶ月間の延長を定めた政府の緊急政令４４／２０

２０号とそれを承認した法律が違憲であると判断した。

また，議会は，地方選挙の日程を議会が決めるか政府

が決めるかを，地方選出議員の任期を延長する法律の

中で定めなくてはいけない，との判断を示した。 

・５日，オルバン首相は，メディアに対し，地方選挙

の実施は９月２７日か１０月４日が望ましいと述べた。 

・憲法裁判所の判断を受け，１０日，ＰＳＤとＰＮＬ

と自由民主主義同盟（ＡＬＤＥ）が，地方選出の役職

（市長，県議会，市議会議員，同議長）を１１月１日

まで延長する，選挙の日程は議会が決める，とする法

案を提出した。法案によれば選挙の７５日前までに選

挙日程が決められることになる。 

・１２日，議会上院は，地方選出者の任期を１１月１

日まで延長する法案を賛成多数で可決した。続いて，

同法案は１５日，下院においても可決された。１７日，

法律は，大統領によって発布された。 

・２７日，ルーマニア政府は，本年９月２７日を地方

選挙の投票日として提案する政府法案を承認した。 

 

■ 内政その他 

・２日，下院のＡＬＤＥ議員が，下院におけるＰＳＤ

グループに所属することを表明した。ＡＬＤＥの下院

議員は６名。ＡＬＤＥは２０１９年９月に，数名の議

員が離党した後，議会グループを失っていた。 

・５日，タリチャーヌＡＬＤＥ党首は，次期地方選挙

及び議会選挙において，ＡＬＤＥは，ＰＳＤ，プロ・

ルーマニアとの中道左派同盟を形成することについて

両党と協議中である，と述べた。 

・５日，ブカレスト市長選挙のＰＮＬとルーマニア救

出同盟（ＵＳＲ）の候補者であるニクショール・ダン

氏が屋外における会見中に，バドゥレスク・ブカレス

ト副市長（ＰＳＤ）が，会見場にロッカーを持ち込ん

で邪魔をするという事案が発生した。同副市長は，ダ

ン氏がそれまで姿を現さなかったことから，パンデミ

ックを恐れてロッカーに隠れていたと揶揄した。ダン

氏はフィレア市長の環境，交通政策等を激しく非難し

た。 

・１７日，オルバン首相は，選挙後に，憲法裁判所に

関する規定を変更する憲法改正を行う意向を表明した。

首相は，最近の憲法裁判所の決定を見ると，同裁判所

がＰＳＤの支所のような印象を受けるとして，憲法裁

判所の変革が必要であると述べた。 

・２６日，ドラグネア元ＰＳＤ党首（汚職の罪で服役

中）は，テレビインタビューに出演し，「テルドルム」

案件として知られるＥＵ基金汚職事件の被疑者として

２６日にＤＮＡ（汚職対策局）に出頭することを明ら

かにした。 

 

■ 世論調査 

・ＣＵＲＳによる支持政党調査（５月１４-２９日，９

８０名を対象に実施） 

 国民自由党（ＰＮＬ）       ３２％ 

 社会民主党（ＰＳＤ）       ２７％ 

 ルーマニア救出同盟・自由統一連携党（ＵＳＲ／Ｐ

ＬＵＳ）              １２％ 

 プロ・ルーマニア          ７％ 

 自由民主主義同盟（ＡＬＤＥ）    ５％ 

 国民運動党（ＰＭＰ）        ５％ 

ハンガリー人民主同盟（ＵＤＭＲ）  ５％ 

 その他（ＰＰＵ，ＰＥＲ，ＰＲＭ他）１０％ 

   

・ＣＵＲＳによるブカレスト選挙支持調査（６月２－

１２日，８５０名を対象に実施） 

（ブカレスト市議会選挙支持率） 
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 ＰＮＬ             ３０％ 

 ＰＳＤ             ３０％ 

 ＵＳＲ－ＰＬＵＳ        １７％ 

 ＰＭＰ              ７％ 

 プロ・ルーマニア         ６％ 

 ＡＬＤＥ             ５％ 

 その他              ５％ 

（ブカレスト市長選挙） 

 フィレア現職市長          ４４％ 

 ニクショール・ダン（ＰＮＬ，ＵＳＲ）４０％ 

 その他               １６％ 

 

 

外政 

■ ＥＵ関連 

・３日，上院は，ルーマニアと欧州開発銀行理事会と

の間の融資枠組み協定を承認する法案を採択した。ル

ーマニアの司法インフラの近代化を目指すものであり，

昨年８月１３日にブカレスト，９月２日にパリで署名

された。 

・１５日，プレドイウ法務大臣，法の支配に関する欧

州メカニズム及び協力・検証メカニズム（ＣＶＭ）に

関するテレビ会議にて，同メカニズムを常に支持して

いる旨等述べた。 

・１５日，外務省はプレスリリースにて，アウレスク

外務大臣とバルニエＥＵ首席交渉官（対英国関係担当）

が電話会談を行った旨発表した。 

・１５日，アウレスク外務大臣は，欧米関係に関する

ＥＵ外相理事会（テレビ会議方式）に出席，ポンペオ

米国国務長官も出席した。パンデミックの影響の管理，

中国との関係，中東和平プロセス，東方パートナーシ

ップ等に焦点が当てられた。 

・１９日，ヨハニス大統領は，ニュース・ブリーフィ

ングにおいて，ＥＵの次期予算において，ルーマニア

に対するより多くの配分とともに，ルーマニアにとっ

て有利な実施条件を期待する，と述べた。同大統領は，

現行予算において，ルーマニアは４４０億ユーロを受

け取る権利を有している，自分を含めルーマニア・チ

ームは，ルーマニアにとって，有利な実施条件を得る

べく努力している，それは，経済発展，医療，環境，

高速道路・鉄道，上下水道，教育，再生可能エネルギ

ー，等のための資金である，と述べた。 

・２３日，ヴェラ内務大臣はヨハンソン欧州委員（内

務担当）とのテレビ会議で，移民及び亡命に関する将

来の協定及びルーマニアのシェンゲン入りに関し協議

を行った。 

・３０日，７月の欧州理事会会合に向け，（１７日の電

話会談に続き，）ヨハニス大統領は，ミシェル欧州理事

会議長とテレビ会議を行い，ＥＵの次期多年度予算及

び欧州委員会が提案している欧州経済復興計画等につ

き協議した。ヨハニス大統領は，将来のＥＵ予算に関

し，結束政策及び農業に対し最大限の割り当てを得る

ことが，ルーマニアの主要目標である旨等述べた。 

 

■ 米国関連 

【両国外交関係樹立１４０周年関連】 

・１４日，ルーマニア・米国関係は，外交関係樹立１

４０年を迎え，かつてないほどに強力である，とヨハ

ニス大統領はメッセージで述べた。 

・１４日，ザッカーマン駐ルーマニア米国大使は，両

国外交関係樹立１４０周年記念に際し，ルーマニアは，

欧州において米国に最も近い軍事・経済同盟である，

と述べた。 

・１４日，オルバン首相は，両国外交関係樹立１４０

周年記念に際してのメッセージで，米国との戦略的パ

ートナーシップは，ＮＡＴＯ及びＥＵ加盟国とともに，

国家の安全及び繁栄に対する持続的な保証を提供して

いる，と述べた。 

・メイオー駐米ルーマニア大使，両国外交関係樹立１

４０周年記念に際してのメッセージで，両国関係は，

２０世紀の地政学的な試練を超越し，両国のパートナ

ーシップは共有された長期的な戦略ビジョンの中でし

っかり支えられている，と述べた。 

【その他】 

・９日，ベラ内務大臣は，ザッカーマン駐ルーマニア

米国大使と会談し，COVID-19パンデミック，犯罪との

闘い，両国間の戦略的パートナーシップ，査証免除プ

ログラム等につき協議した。 

・１０日，COVID-19の関係で米国アラバマ州での医療

支援ミッションに参加した国防省のチームが帰国。ザ

ッカーマン駐ルーマニア米国大使は，困難な時期にお

けるルーマニアからの思いやりと支援に謝意を表した。 
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・２５日，アウレスク外務大臣はザッカーマン駐ルー

マニア米国大使と会談し，黒海地域情勢，三海洋イニ

シアティブの下での協力等につき協議した。 

・２６日，ザッカーマン駐ルーマニア米国大使は，ベ

ラ内務大臣他の出席を得て開催された会合の席で，米

国は，人身売買を終わらせるための法執行に向けたル

ーマニア当局の努力を支援すると述べた。同大使は，

米国国務省報告について言及し，「昨年，前政権下で，

ルーマニアでの人身売買との闘いは後退した。米国は

ルーマニア議会に対し，現政権と協力し，前政権によ

るダメージを修復するための法律の早急な採択を求め

る。」旨等述べた。 

 

■ 英国関連 

・２日，外務省プレスリリースによると，アウレスク

外務大臣は，ノーブル駐ルーマニア英国大使と会談し，

新たな欧州の現実や英のＥＵ離脱に即した，新たな二

国間戦略的パートナーシップ開始に向けた願望等につ

き協議した。 

・１９日，ポペスク経済大臣とノーブル駐ルーマニア

英国大使，将来のＥＵ・英・貿易協定締結，及び，

COVID-19 パンデミック後の経済再開の文脈でのルー

マニア・英国間の経済・貿易関係の発展への展望につ

き協議を行った。また，Brexitの文脈での在英ルーマ

ニア人労働者や留学生に関する問題も協議した。英国

はルーマニアにとって１２番目の投資国（投資総額約

１０億ユーロ，５９８９社）。 

 

■ 独関連 

・２日，アウレスク外務大臣はクロット駐独大使と会

談し，季節労働者の状況や来る独のＥＵ理事会議長国

就任につき協議した。 

 

■ 周辺国・その他の国関連 

【東方パートナーシップ】 

・１１日，ネクラエスク外務次官は，東方パートナー

シップ閣僚会合（バーチャル形式）に参加した。

COVID-19 パンデミックにおけるＥＵの支援策や誤情

報に関する現在の課題につき協議された。 

・１８日，ヨハニス大統領は，テレビ会議形式で開催

された東方パートナーシップ首脳会議に出席し，演説

において，域内パートナーの正当な利益に対応すると

いう安全保障協力の観点から，ルーマニアは，ＥＵの

より野心的なアプローチを支持する旨等述べた。 

【三海洋イニシティブ】 

・９日，トゥルカン副首相，三海洋イニシアティブの

ワーキング・グループ会合の議長を務め，同イニシア

ティブは，COVID-19パンデミックの世界規模での影響

を受けている労働市場へのプラスの効果とともに，経

済復興の重要な支援を提供し得ると述べた。 

・３０日，アウレスク外務大臣は，テレビ会議方式で

行われた，エストニア主催の三海洋イニシアティブ外

相会合に出席した。エストニアは１０月に第３回三海

洋イニシアティブ首脳会議を主催予定。同大臣は，域

内の接続に関するいくつかの主要プロジェクトのさら

なる実施を強調した上で，これらのプロジェクトが，

「中東欧の経済成長及び労働市場に大きなプラスの影

響をもたらす」と述べた。 

【民主主義共同体】 

・２６日，アウレスク外務大臣は，ルーマニアが民主

主義共同体議長国（２０１９－２０２１）を務める中

で，民主主義共同体運営理事会の記念宣言が採択され

たことを歓迎した。 

・２６日，アウレスク外務大臣は，民主主義共同体２

０周年記念バーチャル閣僚級会合の議長を務めた。同

共同体創設者であるオルブライト元米国務長官が基調

演説を行った。アウレスク大臣は，国際協力の必要性

に触れ，COVID-19による危機の文脈における肯定的な

結果を強調するとともに，民主主義国家への悪質な干

渉に対抗すべく，民主主義共同体の会議を継続するこ

と，及び次回は今秋ブカレストで開催することを発表。 

【その他】 

・２日，アウレスク外務大臣，シュケナジ・イスラエ

ル外務大臣と電話会談を行い，中東和平プロセスや来

年の両国政府間の合同会議開催につき協議した。 

・３日，オルバン首相，ムハンマド・アブダビ皇太子

と電話会談を行い，二国間経済協力の強化に向けて引

き続き努力することで一致した。 

・３日，アウレスク外務大臣，ハイデン駐ルーマニア・

スウェーデン大使と会談し，ＥＵとして，国の医療制

度を支援することの必要性につき協議した。 
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・３日，アウレスク外務大臣，エッライ・チュニジア

外務大臣と電話会談を行い，教育及び観光面での協力

につき協議した。 

・４日，アウレスク外務大臣，クレバ・ウクライナ外

務大臣と電話会談を行い，COVID-19パンデミックにお

ける協力等につき協議した。 

・９日，アウレスク外務大臣，ダチッチ・セルビア外

務大臣と電話会談を行い，COVID-19パンデミックの文

脈における両国関係につき協議した。 

・１８日，ヨハニス大統領はリブリン・イスラエル大

統領と電話会談を行い，新型コロナウイルス感染症危

機終了後にリブリン大統領のルーマニアへ訪問を招請

し，先方はこれを受け入れた。 

・２２日，アワレアワビ駐ルーマニア・イラン大使は

外務省に招致され，元イランの裁判官であり，ブカレ

ストで逮捕され，テヘランに引き渡される予定であっ

たマンスーリ氏が，６月１９日にブカレスト市内のホ

テル窓から転落しした事件に関し，協議した。外務省

は，現在調査中の内容の一部に関する，２１日のイラ

ン外務省のプレスリリース及びテヘランの複数高官の

声明への驚きを表明した。 

・２６日，ルーマニア政府は，国際関係に関する政治

的機関の基礎的文書である，国連憲章の調印７５周年

を歓迎した。また，同日，アウレスク外務大臣は，同

７５周年に際し，テレビ会議方式で行われた，多国間

主義同盟会合にて，「インフォデミック」を含むパン

デミックの課題等につき言及した。 

・２８日，ルーマニア外務省は，ルーマニア・フィン

ランド外交関係樹立１００周年に際し，二国間，欧州

及び世界における協力関係強化への希望を表明した。 

 

■ 中国関係 

・２２日，ジョアナNATO事務次長は，オンライン記者

会見で質問に答える形で，北大西洋同盟における中国

問題について発言した。「我々は，中国を敵対視してい

ないが，中国の台頭により世界規模で発生している課

題及び機会は明らかである。中国は非常に持続的なペ

ースで軍事力に投資しており，米国に次いで世界第２

位の防衛予算を有する。過去５年間，中国は海軍能力

を強化し，高度に洗練されたミサイルシステムを開発

し，ＡＩ等の新技術に多大な投資を行っている。この

ように巨大な国と直面する際，安全保障面につき常に

考慮しなければならず，それが正に我々が行っている

ことである。」旨等述べた。 

 

■ 軍事・安全保障関係 

・２日，コルベット艦（Rear Admiral Horia Macellariu），

黒海の国際海域での一連の合同訓練実施のため，マン

ガリア軍港を出発した。（３日付ルーマニア海軍プレ

スリリース） 

・１０日，ネクラエスク外務次官はコジョカル国防次

官とともに，テレビ会議方式で開催された，安全保障

に関するルーマニア・ポーランド戦略的対話の新ラウ

ンドに参加した。 

・１８日，チウカ国防大臣，テレビ会議方式で開催さ

れた北大西洋理事会において，黒海地域で，適合前方

プレゼンス（tFP）の傘下で開発された対策を効果的に

実施する必要性を主張した。また，同盟国に対し，連

帯の精神で，NATOにとって戦略的に重要な同地域での

プロジェクトへの貢献を強化するよう求めた。 

・３０日，議会は，２０２０～２０２４年ルーマニア

国防戦略に関する上・下院防衛委員会による合同報告

書を賛成３１１票，反対４票，棄権３８票で承認した。

同文書は５章構成。ＵＳＲ（ルーマニア救出同盟）は，

同文書では，ルーマニアの優先事項として，汚職が扱

われていないとして，投票を棄権したと発表した。 

 

 

経済 
■ 新型コロナウイルス関連（全般） 

・２９日，クツ財務大臣は，新型コロナウイルス感染

症危機に直接関連する支出は５か月間で３１億レイに

達し，パンデミックによる影響は，年央で約１００億

レイである旨述べるとともに，「危機の影響を完全に排

除することはできないが，我々にできることは，経済

への負の影響を最小限に抑えることであり，それを実

践してきている。６月は喜ばしいサプライズがあった，

前年同期よりも良好な収入が得られた。」等述べた。 

 

■ 新型コロナウイルス関連（労働・社会政策関連） 

・１２日，アレクサンドゥル労働社会保障大臣，依然

としてコロナウイルスによる影響を受けている企業の

従業員に対する支援策につき，影響が続く間，延長す

ることを発表した。対象となる企業は，レストラン，
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エンターテインメント，多くの観衆を集める活動，劇

場でのパフォーマンス，屋内の遊び場，子供の世話の

ための休暇を取得中の親，等。 

 

■ 新型コロナウイルス関連（航空関連） 

・８日付報道によると，COVID-19 による影響を受け，

ブルー・エアの３～５月の売り上げは予想を８千万ユ

ーロ下回った。２か月前，同社は政府に対し，４５０

０万ユーロの融資の申し入れを行っており，現在，運

輸省及び財務省との間で最終協議中。 

 

■ 新型コロナウイルス関連（サービス業関連） 

・１６日，ダンカ首相府官房長官，ルーマニアのHORECA

（食品サービス業界）企業は，特定の税金支払いの猶

予期間が９０日間延長されると述べた。同日，政府は，

一部税金や手数料の支払いや支払期限の延長・修正の

ための新たなインセンティブ供与のための，一連の税

金及び予算措置を採択した。 

 

■ 新型コロナウイルス関連（企業支援関連） 

（１）中小企業向け支援 

・２２日付報道によると，オルバン首相，約７０００

社のルーマニアの中小企業が，IMM Investプログラム

の下，６０億レイ（約１２億ユーロ）の融資を受けた

と発表するとともに，１０日以内に，大企業向けの銀

行融資助成のための類似のプログラムを開始予定と述

べた。IMM Investプログラムは，４月２８日開始以降，

５万以上の中小企業が運転資本及び投資ローンのため

の申請を行っている。当初，融資上限は１５０億レイ

（約３０億ユーロ）であったが，IMM Investに関する

緊急政令の公布により，３００億レイ（約６０億ユー

ロ）に引き上げられた。 

・２５日付報道によると，ルーマニア政府は，COVID-19

パンデミックにより被害を受けた中小企業に対し，１

億ユーロ助成予定。経済復興計画（案）によると，助

成額は，当該企業の売上高によって定められる。対象

企業は２千～５万ユーロの助成金を受領する。 

・２９日，クツ財務大臣，自身のfacebookで，IMM Invest

創設以降，これまでに８，３６８社がアクセスし，融

資総額は７２０億レイに達したと述べた。 

（２）大企業向け支援 

・４日，クツ財務大臣，今後１か月以内に，８０億レ

イの大企業向け支援プログラム，を開始予定であると

発表。経済効果として約２８０億レイが見込まれる由。 

・１０日付報道によると，オルバン首相，欧州委員会

の合意が得られれば，政府は，大企業向けの保険保証

スキームを提供する法令を承認する予定と述べた。 

（３）ＳＵＲＥプログラム 

・クツ財務大臣は，ルーマニアはＥＵのＳＵＲＥ(失業

リスク軽減緊急プログラム)の下での支援を得るため，

３億９３００万ユーロの保証を確保する必要がある，

同プログラムにより，ルーマニアは５０億ユーロにア

クセス可能となる，と述べた。 

 

■ 運輸インフラ関連 

・１１日，オルバン首相は，テレビ会議において，政

府は，約４００億ユーロを，道路・鉄道輸送インフラ

に投資予定である旨とともに，空港インフラ開発につ

いても計画していると述べた。 

・１９日，オルバン首相，コマルニク・ブラショフ間

高速道路の建設現場訪問後，「インフラ投資を，プラ

イオリティ・ゼロ（priority zero）とすべきである。

インフラ近代化に多額の資金を割り当てる予定である。

これは過去３０年で例のないことである。」と述べた。 

・２２日，ボデ運輸大臣，オルバン首相と共に地下鉄

Ｍ５線建設現場視察後，Ｍ５は，当初予定の６月３０

日に開通されない，と述べたが，新たな期限について

は言及しなかった。Ｍ５のインフラはほとんど完成し

ているが，換気システムに関する作業等が必要である，

と同大臣は説明した。 

・３０日，オルバン首相は，「投資プロジェクトが非

常に緩慢なスピードで進む時代は終わる。次週，調達

手続に関する緊急政令を採択する。落札者が指名され

るまでに数年を要する手続きには耐えられない。」と

述べるとともに，ルーマニアのゼロ・プライオリティ

が，各種インフラ（運輸，エネルギー，医療，通信，

教育，農業）への投資による近代化であることを理解

しない高官や機関の長によって，インフラプロジェク

トが阻害されることにもはや耐えられない，と述べた。 

 

■ 通信・イノベーション関連 

・１１日に欧州委員会から発表された「Digital 

Economy and Society Index (DESI)」によると，

ルーマニアは，デジタル化におけるパフォーマンスで，

ＥＵ２８か国中，第２６位。フィンランド，スウェー

デン，デンマーク，蘭がトップグループ。 

・２３日の欧州委員会の発表によると，２０２０欧州
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イノベーション・スコアボード（ＥＩＳ）において，

ルーマニアは，イノベーショングループの（４グルー

プ中，）最下位グループ（Modest Group）にランクさ

れた。ルーマニアはブルガリアと同じカテゴリーに属

し，イノベーション・パフォーマンスにおいて最下位

であった。ＥＩＳはＥＵ加盟国，他の欧州諸国，近隣

国の研究・イノベーション・パフォーマンスの相対的

評価を毎年行うものであり，２７の指標に基づき採点。

ＥＵのイノベーション・パフォーマンスは２０１２年

以降改善されており，最も改善したのはリトアニア，

マルタ，ラトビア，ポルトガル，ギリシャ。 

 

■ エネルギー関連 

（ヌクレアエレクトリカ社） 

・１２日，ヌクレアエレクトリカ社（国営原子力発電

企業），株主総会にて，チェルナヴォダ原子力発電所

第３及び第４号基建設戦略継続の停止，同事業に係る

中国側との交渉終了と関連文書（２０１５年にＣＧＮ

社との間で締結された了解覚書等）の法的効果の停止

のための手続き開始等が決定された。 

（Hidroelectrica社） 

・１５日，Hidroelectrica 社（国営水力発電企業），

株主総会は，２６０億レイの５カ年投資計画を承認。

同社は，水力発電に加え，風力，太陽光によるエネル

ギー生産の多様化のための投資を計画している。同社

は，チェコ電力（CEZ）の風力発電能力の買収を検討し

ており，株主に買収に向けたローン契約の承認を求め

る予定であり，株式取得のため３８億レイの予算が確

保されている。 

（Romgaz社） 

・１６日に発表された株式市場報告によると，Romgaz

社（国営天然ガス製造企業）の株主は，１５６億９千

万レイの５カ年投資計画を承認した。同社は，新たな

ガス埋蔵の発見のための掘削地質学的調査，新たな設

備投入による製造の可能性の発展，成長と多様化の新

たな機会の特定等が，投資の優先的な方向性である，

としている。 

（天然ガス流通ネットワーク） 

・２０日付報道によると，オルバン首相，ルーマニア

は今後７年間，ＥＵ予算から１０億ユーロを投じ，天

然ガス流通ネットワークを拡大する，現在、ルーマニ

アでは国内人口の僅か３５％しかガス供給ネットワー

クにアクセスできない，と述べた。また，「計画され

た投資により，ガス化率は少なくても倍増する。最初

の２億ユーロは２０１４～２０２０年ＥＵ予算の下で

割り当てられる予定であり，その手続きはほぼ完了し

ている。」と発言した。 

（エネルギー市場自由化） 

・３０日，ナギー・ベジ国家エネルギー規制局（ANRE）

副総裁は，エネルギー戦略サミットで，７月１日のガ

ス市場の規制緩和，来年１月１日の電力市場の規制緩

和は，一般家庭の消費者に有益な効果をもたらし，投

資家を呼び込むであろう，と述べた。また，ルーマニ

アは，既存の石炭火力発電所に代わるものとして，天

然ガス分野への投資が必要であると述べた。７月１日

から，ルーマニアのガス市場は完全に規制が撤廃され，

供給者と消費者との間で自由に価格が設定できるよう

になる。電力市場は，２０２１年１月１日に規制が撤

廃される。 

（再生可能エネルギー） 

・２５日付報道によると，ルーマニアは，２０１８年

エネルギー消費全体に占める再生可能エネルギーの割

合（２３．８％）において，ＥＵ内で第１０位。ルク

センブルグ（９％），マルタ（７．９％），蘭（７．

３％）が下位を，スウェーデン（５４．６％），フィ

ンランド（４１％），ラトビア（４０％）が上位を占

めた。同年，ルーマニアは，ＥＵからのエネルギー依

存が低い国に属しており，エネルギー消費量のうち，

輸入が占める割合は２４％であった。 

・３０日，ハブリレット経済・エネルギー・ビジネス

環境省次官は，エネルギー戦略サミットにおいて，「ル

ーマニアには７万ＭＷ超の洋上風力の可能性があり，

同セクターにおいて，５年以内に英国のレベルに追い

つき得る，早ければ２０２５年から，エネルギーの純

輸出国となることができる。」と述べた。ルーマニア

は２０３０年までに再生可能エネルギーの割合を３０．

７％とする目標を設定。２０１７年は２４％であった。 
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■ 農業・林業関連 

・９日，アレクサ環境大臣は，ルーマニアの林業企業

は，２０２１～２０２７年の財政年度において，ＥＵ

基金２億ユーロへのアクセスが可能となり得ると述べ

た。欧州農業農村開発振興基金（EAFRD）を通じた共

通農業政策（ＣＡＰ）の下で提供される支援の一環。 

・２３日，オロス農業大臣は，ＥＵからルーマニアに

割り当てられる３３０億ユーロのうち，灌漑インフラ

のリハビリに２５億ユーロ，乾燥・排水インフラに１

１億ユーロ，土壌侵食対策に２１億ユーロが投じられ

る，と述べた。 

 

■ 自動車関連 

・２４日，欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）発表のデー

タによると，５月のルーマニアの新規自動車登録台数

は昨年同期比４２．５％減，であった。ＥＵ２７か国

では，５月は４４．４％減。ＥＵ１４か国は４３．２％，

新規ＥＵ加盟国（ルーマニア含む１２か国）は５２％

減であった。 

 

■ 貿易関連 

・９日付の統計局発表によると，今年１～４月のルー

マニアの貿易赤字は６０億８千万ユーロ（昨年同期比

９億７４２０万ユーロ増（１９％増））を記録。 

 

■ 金融等 

・１０日に欧州委員会から発表された「収れん報告

（Convergence Report）２０２０」によると，ルー

マニアは，ユーロ導入に必要とされる，収れん基準（物

価安定性，健全財政，為替安定性，長期金利の収れん

性）のいずれも満たしていない。２０１８年１２月，

ルーマニアは，ユーロ導入目標を２０２４～２０２６

年に設定している。 

 

■ 公共政策 

・欧州基金省は，２０２０年６月１日の時点での欧州

基金（２０１４～２０２０年）執行率を４１％（約１

２９億２，８４１万ユーロ）と発表。ＥＵ２８か国平

均（４６％）を下回った。(欧州基金省) 

・１９日付報道によると，今年２月時点で，多年度財

政枠組み（２０１４～２０２０年）の下でルーマニア

に割り当てられた構造・結束基金３０９億ユーロに対

するルーマニアの執行率はわずか２９％であった。ル

ーマニア財政諮問評議会によると，ＥＵ平均は３７．

７％であり，ルーマニアはＥＵ内でクロアチア（２７．

１％）に次いで最低であった。ここ近年，公共投資総

額におけるＥＵ基金の占める割合が著しく増加してい

るものの，依然として低い執行率である。域内で高い

執行率を記録しているのは，エストニア（４６．３％），

ポーランド（４３．５％），ハンガリー（４２．７％）

等。多年度財政枠組み（２０１４～２０２０年）の下

で割り当てられた基金は，２０２３年末までに使用可

能。緩慢な執行率を考慮すると，ＥＵ予算により提供

された機会をフル活用できない可能性が高まっている。 

 

■ 財政政策 

・２６日，公共財務省は，２０２０年５月末のルーマ

ニアの財政収支は約３８８億４千万レイ，対ＧＤＰ比

で３．５９％の赤字と発表。（前月末の財政収支は約２

６８億２千万レイ，対ＧＤＰ比２．４８％の赤字。） 

 

■金融等 

・５月２９日，ＢＮＲは，政策金利を６月２日から年

率２．００％から１．７５％に引き下げることを決定。

中銀貸出金利は２．５０％から２．２５％に引き下げ，

中銀預入金利は１． ５０％から１．２５％に引き下げ

ることを決定。 

・２日，５月末の外貨準備高は３５６億４，６００万

ユーロ（４月末の３３１億５，６００万ユーロから増

加），金準備高は１０３．６トンで不変。(ＢＮＲ) 

・１５日，２０２０年４月末の経常収支等について次

のとおり発表。 

（１） 経常収支は１７億８，２００万ユーロの赤字。

（前年同期；２２億５，８００万ユーロの赤字）。 

（２）外国直接投資 (ＦＤＩ) は，マイナス４億５，

４００万ユーロ。（前年同期：プラス２１億６，１００

万ユーロ）。 
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（３）中長期対外債務は，２０１９年末から０．５％

減少し，７３２億７，６００万ユーロ (対外債務全体

の６８．８％) 。 

（４）短期対外債務は，２０１９年末から３．３％増

加し，３３２億８，０００万ユーロ (対外債務全体の

３１．２％)。(ＢＮＲ) 

 

■ 経済見通し 

・９日付報道によると，世界銀行は最新の報告におい

て，ルーマニアの経済成長率を▲５．７％へと下方修

正した（４月予想時は０．３％）。２０２１年には５．

４％のプラス成長になると予想している。 

・１１日，オルバン首相は，自身の目標として，今後

５年以内に，ルーマニアの一人当たりＧＤＰが，ＥＵ

レベルに達すること，及び今後２年以内に，経済発展

に必要なプロジェクトの大半を開始することを掲げた。 

・１９日付報道によると，ダイアヌ財政諮問評議会会

長は，今年９月に（当初予定の年金４０％増額ではな

く，）年金１０％増額のシナリオの下であっても，財政

赤字の大幅減は見込めず，ＧＤＰ比７．３～８．２％

程度の見込みと述べた。同会長によると，４０％年金

増額のシナリオの下での財政諮問評議会の予測は，Ｇ

ＤＰ成長率▲４～６％の場合，財政赤字（対ＧＤＰ比）

８～９％，ＧＤＰ成長率▲８～９％の場合，財政赤字

（対ＧＤＰ比）９～１０％。同会長は，今年の予算修

正時に政府が使用したＧＤＰ成長率▲１．９％，財政

赤字目標対ＧＤＰ比６．７％という数字は，非現実的

であると述べた。 

・ユーラーヘルメス信用保険会社，２２日付け報告書

において，今年第２四半期，ルーマニア経済は過去２

０間で，最大の落ち込みを見せ，ＧＤＰは２０２１年

第１四半期まで引き続き下落，ＧＤＰ成長率は２０２

０年５．５％減，２０２１年４％増，２０１９年の実

質ＧＤＰレベルに戻るのは最速で２０２２年と予測。

第１四半期は辛うじて若干のプラス成長を遂げたが，

３月及び４月の製造はほぼ半減した，経済回復が見え

始めるのは早くても今年末頃と予測。また，国の債務

（対ＧＤＰ比）は２０１９年の３５％から２０２１年

末には約５０％にまで増加すると予想。 

・２９日，クツ財務大臣は，テレビ番組で，ルーマニ

アの今年の財政赤字はＧＤＰ比６．７％，ＧＤＰ成長

率は２．２％減の見込みであると発言した。また，「ル

ーマニアは，第１四半期の経済成長率において，ＥＵ

内でアイルランドに次ぐ高い数字を記録した。第２四

半期は大きな被害を受けており，年間通じての成長率

は２．２％減となる見込みであるが，ルーマニアは，

自律的景気後退局面を迎えることにはならず，第３四

半期から回復に向かうだろう。２０１９年に比べ，イ

ンフレ率は半減の約２％にとどまる見込みである。４

月から６月の間，２２億レイを一時帰休手当のために

支出し，６月３０日までに約１５０億レイが企業に注

入された。」旨述べた。 

 

■労働・年金問題等 

・３日，ＩＮＳは，２０２０年４月末の失業率は３月

から０．２％ポイント増加し，４．８％(季節調整後) と

発表。 

・４日，ＩＮＳは，２０２０年第１四半期の１時間当

たり平均人件費は対前四半期比で２．３３％増，対前

年同期比で１０．２０％増と発表。 

・１１日，２０２０年４月の平均給与(グロス)は，５，

２０１レイ(約１，０７６ユーロ)で，対前月比で１８

５レイ（－３．４％））減少し，平均給与(手取り) は

３，１８２レイ (約６５８ユーロ) で，対前月比で１

１２レイ（－３．４％）減少した。なお，平均給与(手

取り)が最も高かった業種は，プログラミング，コンサ

ルティング及び関連活動分野（７，９８２レイ，約１，

６５２ユーロ)，最も低かったのはHORECA分野(１，３

４０レイ，約２７７ユーロ)。 (１ユーロ＝４．８３レ

イ)(ＩＮＳ) 

・１２日，２０２０年第１四半期の年金受給者数は５

１３万３，０００人(対前期比７，０００人減)。なお，

同期の平均年金額は，対 前期比で０．８％増の１，４

２３レイ(約２９４ユ ーロ)。(１ユーロ＝４．８３レ

イ)(ＩＮＳ) 

・２６日，労働社会保障省の発表によると，同日時点

で，雇用契約一時停止は１４１，６６４件。主な業種

は，ホテル・レストラン業（３４，２７７），製造業（２

６，５５６），小売業・自動車・バイク修理業（１３，
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２６４）。他方，雇用契約終了については，５月２８日

時点で発表された数字が最新であり，４２９，５８５

件。 

・２６日，国家統計局発表のデータによると，今年第

１四半期，労働年齢（１５～６４歳）における雇用率

は，前期比０．６減の６５．４％。失業率は，４．３％

（前期比０．４％増）。 

 

■格付（２０２０年７月１０日付） 

Fitch  外貨建長期(国債) ＢＢＢ－ (ネガティブ） 

自国通貨建長期  ＢＢＢ  (ネガティブ） 

Ｓ＆Ｐ 外貨建長期    ＢＢＢ－（安定的） 

自国通貨建長期  ＢＢＢ－（安定的） 

ＪＣＲ 外貨建長期    ＢＢＢ  (安定的） 

自国通貨建長期  ＢＢＢ+ （安定的） 

（内はアウトルック） 

 

【その他統計】 

・９日発表のユーロスタットによると，今年第１四半

期のＧＤＰ成長率（前年同期比），ＥＵ２７か国内で，

アイルランド（４．５％）に次ぎルーマニア（２．７％）

が高い数字を記録（ＥＵ平均▲２．６％。最低は伊▲

５．４％））。また，今年第１四半期のＧＤＰ成長率

（前期比）でも，アイルランド（１．２％）に次ぎル

ーマニア及びブルガリア（共に０．３％）が高い数字

を記録（ＥＵ平均▲３．２％。最低は伊・仏▲５．３％））。 

・９日，ルーマニアの２０１９年のＧＤＰは対前年比

で＋４．１％増加。２０２０年の第１四半期 のＧＤＰ

成長率は対前年同期比で＋２．４％（季節調整前），＋

２．７％（季節調整後）であった。２０２０年１四半

期のＧＤＰ成長率は対前期比で０．３％増加（ＩＮＳ) 

・１２日，ルーマニアの２０２０年５月のインフレ率

は２．３％。統一消費者物価指数（HICP）に基づいて

計算された年率は１．８％。（ＩＮＳ) 

・１７日，ＥＵ２７か国の５月末のインフレ率は０．

６％（４月末：０．７％，前年同期：１．６％）。ＥＵ

２７か国で一番高い水準であったのはポーランド（３．

４％），チェコ（３．１％），ハンガリー（２．２％）。

ルーマニアは１．８％。（ユーロスタット) 

 

■マクロ経済 

（特に記載のない限り，対前年比又は前年同期比，季節調

整後，出典は国家統計局ＩＮＳ） 

 

【４月分統計】 

（１）鉱工業 

 ３月 ４月 

工業生産高  ▲４．５％ ▲３８．６％ 

工業売上高(名目)  ▲８．３％ ▲４０．７％ 

工業製品物価指数 ０．７％ ▲１．６％ 

新規工業受注高(名目) ▲３．６％ ▲４３.０％ 

鉱工業が減速。 

（２）販売 

 ３月 ４月 

小売業売上高 

(自動車・バイクを除

く) 

４．１％ ▲１８．５％ 

自動車・バイク売上高 ▲４．６％ ▲４４．７％ 

小売業売上高 

（ユーロスタット） 

ユーロ圏 

▲９．２％ 

EU２７か国 

▲８．２％ 

ユーロ圏 

▲１９．６％ 

EU２７か国 

▲１８．０％ 

小売業売上高及び自動車・バイク売上高，両方とも減速。 

（３）その他 

建設工事 ３月  ４月 

２６．１％ １０．０％ 

建設工事が減速。 

（４）輸出入 

輸

出 

３月 ４月 

€５４億３,５３０万 

（－１１．３％) 

€２９億３，３７０万 

（－４７．０％) 

RON２６１億５,９１０万 

(－１０．２％） 

RON１４１億９，０１０万 

(－４６．１%） 

輸

入 

€７２億９,３６０万 

（－１．８％) 

€４５億６,６７０万 

（－３４．０％) 

RON３５１億２,０７０万 

(―０．５％） 

RON２２０億８，７４０万 

(－３３．０％） 
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【１～４月分統計】 

（１）鉱工業 

 ３月 ４月 

工業生産高  ▲６．４％ ▲１４．５％ 

工業売上高(名目)  ▲０．１％ ▲１０．４％ 

新規工業受注高(名目) １．８％ ▲１０．１％ 

鉱工業が減速。 

 

（２）販売 

 ３月 ４月 

小売業売上高 

(自動車・バイクを除

く)  

７．５％ １．０％ 

自動車・バイク売上高 ▲２．２％ ▲１３．１％ 

小売業売上高及び自動車・バイク売上高，両方とも減速。 

 

（３）その他 

建設工事 ３月  ４月 

３２．３％ ２６．５％ 

建設工事が減速。 

 

（４）輸出入 

輸

出 

３月 ４月 

€１７０億７,１４０万 

（－２．６％) 

€１９９億９,９２０万 

（‐１３．３％) 

RON８１７億８,０８０万 

(－１．５％） 

RON９５９億４,２４０万 

(‐１２．２%） 

輸

入 

€２１５億２,６５０万 

（１．３％) 

€２６０億８,８９０万 

（－７．４％) 

RON１,０３１億５,３９０万 

(２．５％） 

RON１,２５２億２,０８０万 

(－６．２％） 

貿

易 

収

支 

▲€４４億５,５１０万 ▲€６０億８,９７０万 

 

▲RON２１３億７，３１０万 ▲RON２９２億７，８４０万 

  

 

 

【５月分統計】 

・消費者物価指数  

 ４月 ５月 

全体 ２．６８％ ２．２６％ 

食料品価格 ５．７２％ ５．２５％ 

非食料品価格 ０．５３％ ０．１５％ 

サービス価格 ３．０６％ ２．６０％ 

消費者物価指数 

（ユーロスタット） 

ユーロ圏 

０．３％ 

EU２７か国 

０．７％ 

ユーロ圏 

０．１％ 

EU２７か国 

０．６％ 

５月の消費者物価指数（ユーロスタット）対前年同月比で

は，エストニア（▲１．８％），ルクセンブルク（▲１．６％），

キプロス及びスロベニア（両国とも▲１．４％）が最低。 

 

 

我が国との関係 

■日本のアヴィガン供与 

・１３日，ルーマニア外務省（一部保健省と連名）は，

ルーマニアが日本政府から１２,２００錠のアビガン

剤供与を受けたことを発表した。本件供与は，日本政

府による１００万ドルの人道援助の一部であり，３８

カ国の国に無償提供される。保健省と外務省は，日本

政府が供与対象国にルーマニアを含めたことに満足の

意を表明し，この行為が，ルーマニアと日本との緊密

な友好関係と，ＣＯＶＩＤ－１９感染症対策における

国際的な連携を決定づけるものとなると考えるとした。 

 

 
 


